
 

 

県立特別支援学校の部及び高等部の学科等に関する規則の一部改正について 

 

 

１ 改正の理由 

令和 8年度に高等特別支援学校 3校が開校することに伴い、所要の改正を行う。 

  

 

２ 改正の内容 

  令和 8 年度に、特別支援学校（日南くろしお支援学校、都城きりしま支援学校、

延岡しろやま支援学校）が、高等特別支援学校をそれぞれ分校として開校すること

から、各校高等部の学科に「職業科」を追加する。 

 

 

３ 施行期日 

 令和 8年 1月 1日 
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